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伴
う
課
題
の
一
つ
と
し
て
、「
市
町
村
と
施
設
管
理

者
、
指
定
管
理
者
の
間
で
避
難
所
運
営
を
想
定
し
た

役
割
分
担
等
が
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
避

難
所
運
営
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
指
定
管
理
者
に

多
大
な
負
担
が
生
じ
る
場
合
も
あ
っ
た
」
こ
と
が
指

摘
さ
れ
、
実
施
す
べ
き
取
組
と
し
て
、「
避
難
所
と

な
る
施
設
の
中
に
は
、
市
町
村
が
指
定
管
理
者
を
指

定
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
災
害
時
の
市
町
村
と

の
役
割
分
担
に
つ
い
て
予
め
協
定
等
で
決
め
て
お
く

と
と
も
に
、
発
災
後
も
必
要
に
応
じ
て
話
合
い
を
行

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
総
務
省
に
お
い
て
「
大
規
模
地

震
に
係
る
災
害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
所
運
営
を
想

定
し
た
指
定
管
理
者
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
29
年
4
月
25
日
付
け
総
行
経
第
25
号
）

を
発
出
し
て
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
留
意
点
を
助

言
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
通
知
の
検
討
経
緯
及
び

内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
文
中
意

見
に
わ
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
筆
者
の
私
見
で
あ
る

１　

は
じ
め
に

平
成
28
年
4
月
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
で
は
、
益

城
町
を
中
心
に
被
災
地
は
震
度
７
に
２
回
見
舞
わ

れ
、死
者
（
震
災
関
連
死
な
ど
を
含
む
）
１
４
９
名
、

全
壊
・
半
壊
家
屋
４
万
21
棟
を
数
え
る
甚
大
な
被
害

が
発
生
し
た（

注
）。
そ
の
上
、
４
月
16
日
の
地
震
後
約
6

か
月
の
間
に
震
度
1
以
上
の
余
震
が
４
０
０
０
回
を

超
え
る
な
ど
、
住
民
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
恐
怖
を
長
期
に
わ
た
っ
て
経
験
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
８
５
５
か
所
に
開
設
さ
れ
た
避
難
所

へ
の
避
難
者
の
数
は
、
最
大
18
万
人
に
も
及
ん
だ
ほ

か
、
九
州
新
幹
線
の
運
休
や
九
州
自
動
車
道
の
通
行

止
め
に
加
え
、
東
西
の
幹
線
道
路
や
鉄
道
が
分
断
さ

れ
た
状
態
が
続
き
、
熊
本
県
の
み
な
ら
ず
九
州
全
域

に
わ
た
っ
て
地
域
経
済
へ
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

熊
本
地
震
に
お
け
る
応
急
対
策
や
生
活
支
援
策
に

つ
い
て
は
、
被
災
地
の
評
価
を
得
た
も
の
も
あ
る
一

方
で
、
課
題
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
た
め
、
今
後
の
震
災
対
策
に
い
か
す
た
め
に
、

中
央
防
災
会
議
防
災
対
策
実
行
会
議
に
「
熊
本
地
震

を
踏
ま
え
た
応
急
対
策
・
生
活
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
」
が
設
置
さ
れ
、平
成
28
年
12
月
20
日
に
「
熊

本
地
震
を
踏
ま
え
た
応
急
対
策
・
生
活
支
援
策
の
在

り
方
に
つ
い
て
（
報
告
）」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、

平
成
29
年
４
月
11
日
開
催
の
第
37
回
中
央
防
災
会
議

に
て
報
告
さ
れ
た
。

報
告
に
お
い
て
は
、
関
係
者
間
の
連
携
の
不
足
に

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
12
回
連
載

第
12
回

総
務
省
自
治
行
政
局	

行
政
経
営
支
援
室
課
長
補
佐

解
説
・

吉
村
　
顕
（

）

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

大
規
模
地
震
に
係
る
災
害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
所
運
営
を 

想
定
し
た
指
定
管
理
者
制
度
の
運
用
に
つ
い
て

平
成
29
年
４
月
25
日
総
行
経
第
25
号
、
各
都
道
府
県
知
事
、
各
指
定
都
市
市
長
、	

各
都
道
府
県
議
会
議
長
、
各
指
定
都
市
議
会
議
長
宛　

総
務
省
自
治
行
政
局
長
通
知
）

（
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こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
す
る
。

２　

現
地
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施

地
震
発
生
後
、
熊
本
産
業
展
示
場
や
熊
本
県
民
総

合
運
動
公
園
、
益
城
町
総
合
運
動
公
園
な
ど
多
数
の

指
定
管
理
施
設
（
指
定
管
理
者
が
管
理
す
る
施
設
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
、
避
難
所
又
は
事
実
上
避

難
者
が
集
ま
る
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
施
設
は
、
公
の
施
設
と
し
て
住
民
の
利
用
に
供
す

る
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
規

模
地
震
発
生
時
の
避
難
所
運
営
を
想
定
し
た
指
定
管

理
者
制
度
の
運
用
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
利
用
状

況
及
び
課
題
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
総
務

省
で
は
平
成
28
年
9
月
に
現
地
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

し
た
。

熊
本
地
震
発
災
後
の
指
定
管
理
施
設
の
管
理
運
営
に

関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
概
要

○
実
施
日　

平
成
28
年
９
月
13
日
（
火
）、14
日
（
水
）

○
対
象

（
１
）
指
定
管
理
施
設
設
置
自
治
体

・	

熊
本
市

・	

益
城
町

・	

御
船
町

・	

南
阿
蘇
村

・	

熊
本
県

（
２
）
指
定
管
理
者

・	

熊
本
産
業
文
化
振
興
株
式
会
社
（
熊
本
産
業
展

示
場
「
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
」）

・	

熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
団
・
ミ
ズ
ノ
グ

ル
ー
プ
（
熊
本
県
民
総
合
運
動
公
園
、
熊
本
県

立
総
合
体
育
館
）

・	

株
式
会
社
は
く
す
い
（
阿
蘇
白
水
温
泉
瑠
璃
）

・	

御
船
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
等
管
理
運
営
共
同

企
業
体
（
御
船
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
）

・	

公
益
財
団
法
人
熊
本
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
（
益
城
町
総
合

運
動
公
園
）

・	

指
定
管
理
施
設
災
害
時
対
応
検
討
連
絡
協
議
会

（
熊
本
都
市
圏
内
の
主
要
施
設
の
指
定
管
理
者

７
社
・
財
団
で
構
成
）

現
地
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
概
要
は
、
平
成
28
年
10

月
25
日
に
開
催
さ
れ
た
「
第
４
回　

熊
本
地
震
を
踏

ま
え
た
応
急
対
策
・
生
活
支
援
策
検
討
Ｗ
Ｇ
」
に
お

い
て
報
告
し
た
。
報
告
で
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を
８

項
目
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
大
規
模
災

害
発
生
時
の
指
定
管
理
施
設
に
お
け
る
避
難
所
運
営

に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
の
運
営
協
力
の
必
要
性

（
１
）、
役
割
分
担
等
に
関
す
る
事
前
調
整
の
必
要
性

（
２
、３
）、
行
政
と
指
定
管
理
者
と
の
連
絡
調
整
の

必
要
性
（
４
、５
）、
費
用
負
担
に
関
す
る
ル
ー
ル
等

の
必
要
性
（
６
～
８
）
で
あ
る
。

以
下
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
と
そ
れ
を
導
き
出
し

た
対
応
の
実
態
・
主
な
意
見
等
と
併
せ
て
掲
載
す
る
。

各
自
治
体
に
お
い
て
は
、
大
規
模
災
害
の
発
生
に
備

え
て
災
害
対
策
基
本
法
上
の
指
定
避
難
所
を
指
定
す

る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
対
策
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
思
う
が
、
災
害
は
想
定
さ
れ
た
と
お
り
に
発
生
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
自
治
体
の
指
定
管
理
制
度

担
当
の
方
に
は
、
是
非
と
も
対
応
の
実
態
・
主
な
意

見
を
自
団
体
の
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
読
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
１
）
大
規
模
地
震
災
害
発
生
時

に
は
、
指
定
管
理
施
設
に
お
け
る
避
難
所
運
営
に

つ
い
て
、
行
政
職
員
の
み
に
よ
る
実
施
は
現
実
的

で
は
な
く
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
運
営
協
力
は
必

要
不
可
欠
。

【
対
応
の
実
態
・
主
な
意
見
】（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
１

関
係
）

○
行
政
職
員
も
発
災
後
速
や
か
に
施
設
に
配
置
さ

れ
、
本
庁
と
の
連
絡
調
整
等
に
従
事
し
た
が
、

当
該
施
設
の
被
害
状
況
の
確
認
や
避
難
者
誘

導
、
安
全
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
常
日
頃
か
ら

施
設
を
管
理
運
営
し
て
い
る
指
定
管
理
者
職
員

が
力
を
発
揮
し
た
。

○
多
数
の
地
域
か
ら
避
難
者
が
集
ま
る
避
難
所
の

場
合
、
自
治
会
が
避
難
所
運
営
に
協
力
す
る
体

制
が
構
築
さ
れ
な
か
っ
た
。

○
行
政
職
員
は
、
初
期
に
は
常
時
１
施
設
当
た
り

５
～
７
名
程
度
は
配
置
さ
れ
た
が
、
一
定
期
間

経
過
後
は
罹
災
証
明
な
ど
、
他
の
震
災
対
応
業
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務
も
あ
り
順
次
人
数
を
縮
小
し
た
。
行
政
職
員

の
み
で
運
営
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
常
時
20
～

30
名
程
度
は
必
要
と
な
り
、
ま
た
、
他
の
震
災

対
応
業
務
の
た
め
の
要
員
確
保
も
必
要
で
あ
る

こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
行
政
職
員
の
み
で
避
難

所
を
運
営
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。

○
指
定
管
理
者
に
よ
っ
て
は
、
災
害
対
応
や
避
難

所
運
営
に
つ
い
て
も
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
し
て
お

り
、
又
は
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
者
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
有
し
て
お
り
、
主
体
的
に
役
割
を
果

た
し
て
い
た
だ
け
た
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
２
）
大
規
模
地
震
災
害
発
生
時

に
は
、
指
定
避
難
所
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら

ず
避
難
に
適
し
た
施
設
は
、
避
難
所
又
は
事
実
上

避
難
者
が
集
ま
る
場
所
と
な
る
。
避
難
に
適
し
た

施
設
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
発
災
時
の
避
難
所
立

ち
上
げ
に
関
す
る
ル
ー
ル
や
役
割
分
担
を
明
確
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
３
）
県
有
施
設
又
は
市
町
村
区

域
の
境
界
付
近
に
所
在
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、

避
難
所
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
際
の
責
任
の
所

在
が
不
明
確
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

施
設
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
と
市
町
村
の
ほ

か
、
県
又
は
近
隣
市
町
村
を
含
め
た
三
者
間
で
事

前
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
。

【
対
応
の
実
態
・
主
な
意
見
】（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
２
、

３
関
係
）

○
指
定
避
難
所
以
外
の
施
設
に
大
人
数
の
避
難
者

が
集
ま
り
、
自
然
発
生
的
に
避
難
所
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
（
例
：

熊
本
市
で
は
、
結
果
的
に
避
難
所
と
な
っ
た
指

定
管
理
施
設
71
の
う
ち
、
８
施
設
の
み
が
指
定

避
難
所
等
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。）。

○
特
に
、
避
難
所
の
立
ち
上
げ
時
期
に
は
、
避
難

所
運
営
の
責
任
の
所
在
や
市
町
村
と
指
定
管
理

者
の
役
割
分
担
、
情
報
共
有
や
物
資
・
人
員
の

配
備
等
の
観
点
で
様
々
な
混
乱
が
あ
っ
た
。

○
地
域
防
災
計
画
に
指
定
避
難
所
や
福
祉
避
難
所

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
又
は
、
指
定
管
理
協

定
な
ど
に「
避
難
所
に
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
」

と
の
文
言
を
入
れ
て
い
た
場
合
に
も
、
具
体
的

な
避
難
所
立
ち
上
げ
の
手
順
や
役
割
な
ど
ま
で

は
、
定
め
て
い
な
か
っ
た
。

○
町
の
縁
辺
部
に
所
在
す
る
施
設
で
あ
り
、
指
定

避
難
所
と
し
て
指
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
大

都
市
に
隣
接
し
て
い
た
た
め
区
域
を
ま
た
が
っ

て
大
人
数
の
避
難
者
が
発
生
す
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
な
か
っ
た
。
大
都
市
か
ら
の
避
難
者
の

受
入
れ
も
想
定
し
た
上
で
、
町
に
お
い
て
避
難

所
運
営
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
お
く
べ
き
で

あ
っ
た
。

○（
県
有
施
設
）
県
の
広
域
災
害
対
応
拠
点
（
物

資
配
給
拠
点
）
と
し
て
の
位
置
付
け
は
あ
り
共

同
訓
練
も
行
っ
て
い
た
が
、「
避
難
所
」
と
し

て
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
町
か
ら
要
請

は
な
く
、
そ
の
た
め
の
諸
準
備
も
行
っ
て
い
な

か
っ
た
。
発
生
後
、
大
人
数
の
避
難
者
が
集
ま

る
こ
と
に
な
り
、
追
っ
て
町
か
ら
避
難
所
設
置

の
要
請
が
な
さ
れ
た
。

○（
県
有
施
設
）
避
難
所
と
し
て
の
指
定
は
市
の

施
設
を
対
象
に
行
わ
れ
た
た
め
、
あ
ら
か
じ
め

避
難
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
た
め
、
発
災
直
後
に
は
市
職
員
の
派
遣
も
な

く
、
ま
た
、
数
日
間
市
か
ら
の
物
資
の
配
給
も

な
か
っ
た
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
４
）
避
難
所
の
運
営
を
指
定
管

理
者
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
け
入
れ
る
避

難
者
の
数
、
避
難
者
に
割
り
当
て
る
個
人
ス
ペ
ー

ス
の
配
分
や
避
難
所
内
の
安
全
管
理
、
個
人
情
報

の
取
扱
い
な
ど
、
避
難
所
運
営
の
基
本
的
な
方
針

に
つ
い
て
の
決
定
方
法
や
、
他
の
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
の
方
法
を
行
政
と
指
定
管
理
者
の
間
で

定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
５
）
特
に
、
指
定
管
理
者
が
避

難
所
運
営
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
場
合
に
は
、
行
政
の
判
断
に
当
た
っ
て
、
現
場

管
理
に
当
た
る
指
定
管
理
者
と
十
分
な
連
絡
調
整

を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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【
対
応
の
実
態
・
主
な
意
見
】（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
４
、

５
関
係
）

○
避
難
者
の
部
屋
割
り
や
他
団
体
に
よ
る
テ
ン
ト

村
設
置
な
ど
避
難
所
運
営
の
最
も
基
本
的
な
事

項
に
関
し
て
、
指
定
管
理
者
か
ら
は
避
難
所
の

現
場
管
理
者
と
し
て
の
考
え
を
行
政
に
伝
達
し

た
が
、
十
分
に
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

も
あ
っ
た
。

○
指
定
管
理
者
が
避
難
所
運
営
を
行
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
全
体
の
避
難
所
運
営
に

関
す
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
、
避
難
所

か
ら
は
、
短
期
間
で
交
代
し
て
い
く
職
員
が
代

表
で
参
画
し
、
指
定
管
理
者
に
は
決
定
事
項
の

み
伝
達
さ
れ
た
が
、
現
場
の
実
態
が
適
切
に
反

映
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と

も
指
定
管
理
者
側
か
ら
見
る
と
不
安
を
感
じ
た
。

○
避
難
所
の
運
営
に
当
た
っ
て
、
要
援
護
者
に
関

す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
住
民
同
士
の
ト
ラ

ブ
ル
の
裁
定
、
他
の
行
政
機
関
な
ど
各
種
団
体

と
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
た
る
指

定
管
理
者
で
は
判
断
又
は
処
理
で
き
な
い
部
分

が
あ
っ
た
。
指
定
管
理
者
が
避
難
所
運
営
を
行

う
場
合
で
も
、
行
政
職
員
が
現
場
に
い
る
こ
と

は
大
変
重
要
。

○
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
、
行
政
職
員
は
罹
災

証
明
な
ど
他
の
震
災
対
応
業
務
に
従
事
す
る
必

要
が
生
じ
た
た
め
、
行
政
と
し
て
判
断
で
き
る
立

場
の
者
が
避
難
所
運
営
業
務
を
離
れ
る
こ
と
と

な
り
、
行
政
と
指
定
管
理
者
の
間
の
情
報
共
有

や
意
思
疎
通
に
困
難
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
６
）
避
難
所
対
応
に
要
し
た
費

用
の
負
担
の
在
り
方
、
指
定
管
理
者
が
費
用
を
請

求
す
る
場
合
の
協
議
の
ル
ー
ル（
協
議
開
始
時
期
・

手
続
、
協
議
対
象
事
項
等
）
を
あ
ら
か
じ
め
定
め

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
７
）
公
費
負
担
に
関
し
て
は
、

指
定
管
理
者
の
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
を
来

す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
指
定
管
理
者
が
担
う
役
割

に
相
当
す
る
適
切
な
範
囲
又
は
水
準
が
設
定
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
８
）
公
費
負
担
の
支
出
の
時
期

に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
が
本
来
得
ら
れ
る
べ

き
通
常
の
指
定
管
理
料
や
利
用
料
金
等
の
当
面
の

収
入
が
得
ら
れ
な
い
状
況
が
あ
り
得
る
こ
と
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
対
応
の
実
態
・
主
な
意
見
】（
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
６

～
８
関
係
）

○
指
定
管
理
協
定
に
お
い
て
「
災
害
発
生
時
の
経

費
（
又
は
、
利
用
料
金
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
別
途
協
議
し
て
定
め
る
」
と
記
載
が
あ
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
都
度
協
議
し
て
定
め
る

こ
と
は
現
実
的
で
は
な
く
、
指
定
管
理
者
側
の

経
営
リ
ス
ク
と
な
っ
た
（
例
え
ば
、
国
の
支
援

機
関
が
、
県
が
直
接
管
理
す
る
施
設
を
災
害
対

応
用
務
等
で
活
用
し
た
際
、
通
常
は
施
設
の
利

用
料
金
等
を
請
求
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
当
施

設
が
指
定
管
理
施
設
で
あ
り
、
そ
の
経
費
負
担

の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
一
旦
は
、
施
設
側
か
ら
国
の
支
援
機
関

に
対
し
て
請
求
し
た
（
結
局
、
県
が
指
定
管
理

料
に
よ
り
措
置
）。）	

。

○
当
初
何
ら
取
り
決
め
も
な
く
、
な
し
崩
し
で
指

定
管
理
者
が
避
難
所
運
営
業
務
を
開
始
す
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
費
用
負
担
や
責
任
分
担
を
明

確
に
す
る
観
点
か
ら
、
事
後
的
に
指
定
管
理
業

務
を
一
時
凍
結
し
、
避
難
所
運
営
業
務
を
受
託

す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
民
間
事
業
者
か
ら
す

る
と
、
不
明
確
な
責
任
分
担
で
の
仕
事
の
継
続

は
困
難
。

○
福
祉
避
難
所
と
し
て
活
動
す
る
場
合
の
費
用
負

担
に
つ
い
て
協
定
を
結
ん
で
い
た
が
、
活
動
に

当
た
っ
て
通
常
営
業
を
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
者
を
受
け
入
れ
た
実

績
に
応
じ
て
災
害
救
助
法
の
規
定
に
よ
る
通
常

時
よ
り
相
当
低
廉
な
単
価
で
手
当
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
避
難
に
よ
っ
て
生
じ

た
施
設
の
汚
損
に
つ
い
て
の
原
状
回
復
は
、
当

該
避
難
者
と
指
定
管
理
者
に
お
い
て
解
決
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
の

下
で
は
、
指
定
管
理
者
側
は
福
祉
避
難
所
と
し
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て
の
対
応
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

○
継
続
し
て
避
難
所
運
営
を
行
っ
て
い
く
に
当
た

り
、
各
種
支
払
に
必
要
な
資
金
繰
り
に
苦
慮
し

た
。
特
に
利
用
料
金
制
を
前
提
に
し
て
い
る
場

合
、
通
常
見
込
ま
れ
る
利
用
料
金
収
入
を
当
面

の
財
源
と
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
避
難
所
運
営

の
継
続
に
不
安
が
あ
っ
た
。

３　

通
知
の
内
容

現
地
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
課

題
を
踏
ま
え
、
総
務
省
は
「
大
規
模
地
震
に
係
る
災

害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
所
運
営
を
想
定
し
た
指
定

管
理
者
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」
を
発
出

し
た
。（
1
）
～
（
3
）
で
、
そ
の
通
知
事
項
を
紹

介
す
る
。

（
１
）
指
定
管
理
施
設
に
お
け
る
避
難
所
等
運

営
の
役
割
分
担
の
確
認

①
指
定
避
難
所
と
し
て
の
指
定
や
果
た
す
べ
き
機

能
等
の
明
確
化

ま
ず
、
指
定
管
理
施
設
に
お
け
る
避
難
所
等
運
営

に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
施
設
の
災
害
基
本
法
上
の

指
定
避
難
所
と
し
て
の
指
定
や
果
た
す
べ
き
機
能
等

に
つ
い
て
、
条
例
、
地
域
防
災
計
画
等
に
お
い
て
明

確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
過
程
に

お
い
て
、
設
置
団
体
（
施
設
を
設
置
す
る
地
方
自
治

体
を
い
う
。都
道
府
県
の
場
合
も
あ
る
。以
下
同
じ
。）

の
指
定
管
理
制
度
所
管
部
局
及
び
施
設
管
理
担
当
部

局
が
、
防
災
担
当
部
局
等
と
緊
密
に
連
携
す
る
必
要

が
あ
る
。

②
指
定
避
難
所
で
あ
る
場
合

指
定
避
難
所
で
あ
る
場
合
、
避
難
所
運
営
の
対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
、
指
定
管
理
者
と
の
協
定
の
締

結
等
を
通
じ
、
設
置
団
体
、
施
設
所
在
市
町
村
と
指

定
管
理
者
の
間
の
役
割
分
担
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
指
定
管
理
者
が

避
難
所
運
営
や
、
市
町
村
に
よ
る
避
難
所
運
営
の
支

援
の
役
割
を
担
う
場
合
に
は
そ
の
旨
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

③
指
定
避
難
所
で
な
い
場
合

大
規
模
地
震
に
係
る
災
害
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
指
定
避
難
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し

て
も
、
周
辺
住
民
か
ら
見
て
避
難
に
適
し
て
い
る
と

判
断
さ
れ
た
施
設
は
事
実
上
避
難
者
が
集
ま
る
場
所

と
な
り
、
さ
ら
に
事
後
的
に
指
定
避
難
所
と
し
て
指

定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が

見
込
ま
れ
る
施
設
で
は
、
避
難
者
の
受
入
れ
の
可
否

の
判
断
方
法
や
、
受
け
入
れ
た
場
合
の
設
置
団
体
、

施
設
所
在
市
町
村
と
指
定
管
理
者
の
役
割
分
担
を
あ

ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

④
避
難
所
等
の
運
営
を
市
町
村
が
行
う
場
合

大
規
模
地
震
に
係
る
災
害
の
場
合
に
は
、
指
定
避

難
所
や
事
実
上
避
難
者
が
集
ま
る
場
所
（
以
下
「
避

難
所
等
」
と
い
う
。）
の
運
営
を
市
町
村
が
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
施
設
で
あ
っ
て
も
、
指
定
管
理
者
が

市
町
村
に
よ
る
避
難
所
等
運
営
の
支
援
の
役
割
を
担

う
な
ど
、
通
常
の
施
設
管
理
以
外
の
業
務
を
行
う
こ

と
も
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
避
難
所
等
の
運
営
を
指
定
管
理
者
が
行
う
場
合

避
難
所
等
の
運
営
を
指
定
管
理
者
が
行
う
場
合
に

は
、
受
け
入
れ
る
避
難
者
の
数
、
安
全
管
理
、
個
人

情
報
の
取
扱
い
等
運
営
の
基
本
的
な
方
針
の
決
定
方

法
や
、
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
の
方
法
等
に

つ
い
て
は
、
施
設
所
在
市
町
村
と
指
定
管
理
者
の
間

で
調
整
の
上
、
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
指
定
管
理
者
が
避
難
所
等
運
営
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
運
営
の

基
本
的
な
方
針
を
決
定
す
る
際
、
施
設
所
在
市
町
村

と
指
定
管
理
者
と
の
間
で
十
分
な
連
絡
調
整
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
２
）
指
定
管
理
施
設
を
避
難
所
等
と
し
て
利

用
す
る
場
合
の
費
用
負
担

指
定
管
理
者
が
管
理
す
る
施
設
を
避
難
所
等
と
し

て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
必
要
と
な
る
費

用
や
施
設
の
通
常
利
用
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
利
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４　

お
わ
り
に

各
自
治
体
に
お
い
て
は
、
指
定
管
理
者
制
度
の
運

用
に
当
た
っ
て
、
日
頃
か
ら
指
定
管
理
者
と
充
分
な

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
指
定
管
理
施
設
の
円
滑
な
管

理
に
努
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
し
か
し
、
一

旦
大
規
模
災
害
が
発
生
す
る
と
、
指
定
管
理
施
設
に

つ
い
て
も
災
害
対
応
を
行
う
自
治
体
の
機
能
の
一
部

を
担
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
得
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
機

能
を
発
揮
し
、
円
滑
な
運
用
を
実
現
す
る
た
め
、
指

定
管
理
者
と
の
役
割
分
担
に
よ
る
事
前
の
調
整
と
発

災
後
の
体
制
整
備
が
重
要
に
な
る
。

こ
の
た
め
、
指
定
管
理
者
を
導
入
し
た
自
治
体
に

は
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
対
応
に
関
し
、
指
定
管

理
者
が
ど
の
よ
う
な
点
に
不
安
を
抱
き
、
あ
る
い
は

問
題
を
感
じ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

今
後
、本
格
的
な
人
口
減
少
を
迎
え
る
に
当
た
り
、

自
治
体
の
役
割
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
行
政

の
み
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
在
り
方
か

ら
、
住
民
生
活
に
必
要
な
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
サ
ー
ビ

ス
の
受
け
手
と
支
え
手
と
を
行
政
が
橋
渡
し
す
る
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ビ
ル
ダ
ー
へ
と
転
換
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
通

知
で
は
、
大
規
模
災
害
発
生
時
と
い
う
関
係
者
間
の

連
携
の
必
要
性
と
課
題
を
際
立
た
せ
る
状
況
に
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
今
後
行
政
に
求
め
ら
れ
る
役
割
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
今
回
の
通
知
及
び
そ
の
前
段
階
で

あ
る
現
地
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た

課
題
は
、
単
に
避
難
所
等
の
運
営
に
係
る
課
題
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
射
程
は
よ
り
広
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

注
本
稿
で
の
熊
本
地
震
に
係
る
数
値
は
、「
熊
本
地
震
を

踏
ま
え
た
応
急
対
策
・
生
活
支
援
策
の
在
り
方
に
つ

い
て
（
報
告
）」
に
よ
る
。

用
料
金
収
入
の
補
塡
等
の
追
加
負
担
、
ま
た
、
不
要

と
な
る
費
用
の
減
額
等
の
精
算
に
つ
い
て
、
そ
の
方

針
や
協
議
の
方
法
（
協
議
開
始
時
期
や
手
続
、
協
議

対
象
事
項
等
）
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

費
用
の
追
加
負
担
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
の

業
務
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ

う
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
費
用
の
追
加

負
担
の
支
出
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
が

本
来
得
ら
れ
る
べ
き
通
常
の
指
定
管
理
料
や
利
用
料

金
等
の
当
面
の
収
入
が
得
ら
れ
な
い
状
況
が
あ
り
得

る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る
施
設
を
施
設
所
在

市
町
村
が
避
難
所
等
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
は
、

新
た
に
必
要
と
な
る
費
用
の
負
担
者
が
不
明
確
に
な

る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
都
道
府
県
と
施
設
所
在
市
町

村
の
間
で
事
前
の
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
そ
の
他

上
記
（
1
）、（
2
）
の
事
項
に
つ
い
て
、
条
例
、

地
域
防
災
計
画
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
と
の
間
で
定

め
る
協
定
そ
の
他
の
書
面
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り

具
体
的
に
明
記
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。


